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道路メンテナンス年報の公表

詳細は、国土交通省HPを参照 http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen_maint_h28.html1



平成２６～２８年度 点検実施状況《宮崎県内》

○平成26～28年度の累積点検実施率は、橋梁約61％、トンネル約47％、道路附属物
等約51％

【５年間の点検計画・累積点検実施率（全道路管理者合計）】

平成26年度実施率 平成27年度実施率点検実施率 平成28年度実施率

出典：九州地方整備局調べ（H29.3時点.）
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※Ｈ26年12月末時点の施設数に対する点検実施率 2



平成２６～２８年度 点検実施状況《宮崎県内》

○平成26～28年度の点検の結果、早期に修繕が必要な施設の割合は、
橋梁で約７％、トンネルで約５２％、道路附属物等で約３％

【橋梁、トンネル、道路附属物等の判定区分の割合（全道路管理者合計）】

出典：道路メンテナンス年報 平成29年8月
※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※Ｈ26年～Ｈ28年度の点検結果の合計値による割合
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【最優先で点検すべき橋梁の点検計画と累積点検実施率（全道路管理者合計）】

平成26年度実施率 平成27年度実施率点検実施率 平成28年度実施率

出典：九州地方整備局調べ（H29.3時点.）

○平成26～28年度の累積点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約７２％、跨
線橋約６６％、緊急輸送道路を構成する橋梁約５８％

平成２６～２８年度 最優先で点検すべき橋梁 点検実施状況《宮崎県内》

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※Ｈ26年12月末時点の施設数に対する点検実施率 4
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平成２６～２８年度 最優先で点検すべき橋梁 点検結果《宮崎県内》

出典：九州地方整備局調べ（H29.3時点.）

○跨線橋は、早期に修繕を行う必要があるものの割合が約２１％と、橋梁全体の割
合約７％を大きく上回っている

【最優先で点検すべき橋梁の診断結果（全道路管理者合計）】

※四捨五入の関係で合計値が100%にならない場合がある
※Ｈ26年～Ｈ28年度の点検結果の合計値による割合 5



地域一括発注の実施状況

≪全国の状況（道路メンテナンス年報 H29.8）≫
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個別施設計画の策定状況（平成28年度末時点）

○ 各道路管理者は、橋梁･トンネル･大型の構造物において、定期的な点検･診断の結果に基づき個別施
設計画※を策定（地方公共団体は平成32年度までに策定予定）。

○ 平成28年度末時点の個別施設計画の策定率は、橋梁で約65%、管理者別では都道府県･政令市等 約75%、
市町村 約64%。

○その他、トンネル及び大型の構造物の策定率は、それぞれ約26%、約31%。

※維持管理・更新等にかかるトータルコストの縮減・平準化を図る上で点検・診断等の結果を踏まえた個別施設毎の具体の対応方針を定めた計画

・個別施設計画（道路）の策定期限
⇒国：H28年度（策定済）
⇒地方公共団体：H32年度

インフラ長寿命化基本計画
【国】

（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画
【国交省】

（平成26年5月策定）

インフラ長寿命化計画
【地方公共団体】

（平成28年度までに策定）

公共施設等
総合管理計画＝
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個別施設計画の策定状況（平成28年度末時点）

※（ ）は団体数
※市町村は特別区を含む
※割合は個別施設計画策定対象の施設を管理する団体数により算出
※大型の構造物は横断歩道橋、門型標識、シェッド、大型カルバートであり、いずれかの施設の個別施設計画が策定されていれば
策定済みとしている

≪個別施設計画の策定状況（平成28年度末時点）≫
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研修

宮崎県道路メンテナンス会議 ２０１７

◆道路構造物管理実務者研修
目 的 ：地方公共団体の職員の技術力育成のため、

点検要領に基づく点検に必要な知識、技能等を取得する。
対 象 ：地方公共団体職員及び直轄職員
時 期 ：橋梁初級Ⅰ（Ⅰ期）平成２９年７月３１日～８月４日（５日間）

橋梁初級Ⅰ（Ⅱ期）平成２９年９月２５日～２９日（５日間）
橋梁初級Ⅱ 平成２９年８月２３日～２５日（３日間）
トンネル初級 平成２９年１０月１０日～１３日（４日間）

受講者：（平成２９年度実績） 宮崎県内から１２名受講
橋梁初級Ⅰ ８名（都城市１名 延岡市１名 小林市２名 三股町２名 木城町２名）
橋梁初級Ⅱ ２名（都城市２名）
トンネル初級 ２名（小林市２名）

場 所 ：九州地方整備局 研修所
（九州技術事務所内 福岡県久留米市）

（参考）
■橋梁初級Ⅰ
道路橋、土工構造物等の定期点検に関して、最低限必要な知識と技能を習得

することを目標とする。（職員自らに定期点検を行わせる場合の第一ステップ。）
■橋梁初級Ⅱ
道路橋に関する点検の知識、ならびに補修・補強の工法選定の判断に必要な

基礎的知識を習得することを目標とする。
■トンネル初級
トンネルの定期点検に関する最低限必要な知識と技能、及び道路トンネルの補

修・補強の基礎的知識を習得することを目標とする。
橋梁初級Ⅰ研修の状況
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研修

宮崎県道路メンテナンス会議 ２０１７

◆橋梁維持管理研修
目 的 ：橋梁点検、診断などに関する基礎的な知識の習得を図る。
対 象 ：宮崎県職員、市町村職員、民間技術者
時 期 ：平成２９年１０月２４日～２５日（２日間）
受講者：県市町村職員２７名、民間技術者４４名 計７１名
場 所 ：宮崎県建設技術センター（宮崎市清武町）

《１日目》
 橋梁メンテナンス
 橋梁の長寿命化に向けて
 コンクリートの劣化機構
 橋梁塗装の維持管理

《２日目》
 橋梁点検の要点
 橋梁維持管理と橋梁構造のポイント
 橋梁の補修、補強（上部工、下部工、耐震）
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橋梁点検現場研修会 延岡地区 （延岡河川国道事務所）

宮崎県道路メンテナンス会議 ２０１７

平成２９年度 橋梁点検現場研修会（延岡地区）
平成２９年１２月６日（水） １３：３０～１６：００
座学 延岡高速道路維持出張所 会議室

１．橋梁の基礎知識
２．橋梁点検のポイント
３．変状の判定区分
４．変状の判定例
５．国道１０号三足(ﾐﾀｼ)橋等の概要
６．質疑応答

現場 国道１０号 三足橋 三足橋橋側歩道橋
（宮崎県延岡市北川町長井）

参加 延岡市９名 日向市１名 日之影町２名 計１２名
報道 夕刊デイリー新聞

▼研修資料

▲座学

▲現場での概要説明

▲橋梁点検状況

※宮崎河川国道事務所管内で実施する4地区（児湯、宮崎、都城、日南串間）は1月予定。11



講演会及び「道路老朽化対策」パネル展の開催

宮崎県道路メンテナンス会議 ２０１７

平成２９年１０月２７日(金) 講演会当日
宮崎市 宮崎観光ホテル
講演会 聴講者 約２５０名

公益財団法人 宮崎県建設技術推進機構 のご協力をいただき、
講演会 会場で「道路の老朽化対策」パネル展を実施。
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広報 （「道路の老朽化対策」パネル展）

宮崎県道路メンテナンス会議 ２０１７

宮崎県内で「道路の老朽化対策」パネル展を展開

◆えびの市
◆平成29年12月18日（月）～28日（木） 11日間

8：30～17：15
◆えびの市役所 本庁２階 玄関前ロビー

（えびの市大字栗下１２９２番地）

◆事務局
◆平成29年12月21日（木）～28日（木） 8日間

8：30～17：00
◆宮崎県企業局庁舎 １階 ギャラリー

（宮崎市旭1丁目2番2号）

展
示
パ
ネ
ル
の
一
例

【マスコミ報道 宮崎日日新聞 県内地域版】

平成29年12月19日（火）付け朝刊 日南・串間 ミニみにミニ
点検方法など解説。
日南市ふれあい健やかセンターで道路の老朽化対策パネル展。

平成29年12月22日（金）付け朝刊 児湯・西都 ミニみにミニ
道路の老朽化対策を解説。
西都市役所ロビーで、28日までパネル展開催中。

平成29年12月22日（金）付け朝刊 日南・串間 ミニみにミニ
橋や道路の老朽化対策紹介。
串間市役所ロビーで社会資本の維持管理パネル展。
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広報 （宮崎河川国道事務所のfacebookを活用）

宮崎県道路メンテナンス会議 ２０１７

テレビ（NHK UMKテレビ宮崎）ニュース放映
新聞（宮崎日日新聞）掲載

小学生が橋に近づいて、叩いて音を聞いたり、触ったり、橋梁点検を体験しました。

www.facebook.com/miyazaki.mlit.go.jp
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社会資本整備審議会 道路分科会の概要（H29.08.22開催）

詳細は、国土交通省HPを参照 http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s202_douro01.html15



直轄診断実施箇所 措置

三島大橋（福島県三島町） 修繕代行事業

大渡ダム大橋（高知県仁淀川町） 修繕代行事業

大前橋（群馬県嬬恋村） 大規模修繕・更新補助事業

沼尾シェッド（福島県南会津郡下郷町） 修繕代行事業

猿飼橋（奈良県吉野郡十津川村） 修繕代行事業

呼子大橋（佐賀県唐津市呼子町） 修繕代行事業

万石橋（秋田県湯沢市） 修繕代行事業

御鉾橋（群馬県神流町） 修繕代行事業

音沢橋（富山県黒部市）

乙姫大橋（岐阜県中津川市）

直轄診断について
○地方公共団体への支援として、要請により緊急的な対応が必要かつ高度な技術力を要する施設
について、地方整備局、国土技術政策総合研究所、土木研究所の職員等で構成する「道路メンテ
ナンス技術集団」による直轄診断を実施。

○診断の結果、診断内容や地域の実情等に応じ、修繕代行事業、大規模修繕・更新事業等を実施。

【直轄診断実施箇所とその後の対応】【全体の流れ】

【平成２９年度 直轄診断実施箇所】

■音沢橋（富山県黒部市） ■乙姫大橋（岐阜県中津川市）

＜乙姫大橋の状況＞＜音沢橋の状況＞

〈地方公共団体〉

点検・診断

〈道路メンテナンス会議〉

現地調査を踏まえ
直轄診断候補箇所の選定

〈国〉

直轄診断実施箇所の選定

直轄診断実施

結果とりまとめ

報告 推薦

報告

修繕代行事業、大規模修繕・更新補助事業等の実施

診断内容、地域の実情等に応じ、
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各種点検要領について

■ 道路橋定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における橋長2.0m以上の橋、高架の道路等(以下「道路橋」という)の定期

点検に適用する。

■ 道路トンネル定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路におけるトンネル（以下「道路トンネル」という）の定期点検に適用する。

■ 横断歩道橋定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における横断歩道橋の定期点検に適用する。

■ シェッド、大型カルバート等定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路におけるロックシェッド、スノーシェッド、大型カルバート等（以下、「シェッド、

大型カルバート等」という）の定期点検に適用する。

■ 門型標識等定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における道路の附属物のうち、門型支柱（オーバーヘッド式）を有する大型

の道路標識及び道路情報提供装置（収集装置含む）（以下、「門型標識等」という。）の定期点検に適用する。

■ 舗装点検要領 （平成28年10月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における車道上の舗装の点検に適用する。
→ 説明資料は「平成28年度 第2回 道路メンテナンス会議資料」を参照

■ 小規模附属物点検要領 （平成29年3月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第2項に規定する道路の附属物のうち、道路の標識及び照明施設（以下、「小規模附属物」とい

う。）の点検に適用する。
→ 説明資料は「平成29年度 第1回 道路メンテナンス会議資料」を参照

■ 道路土工構造物点検要領 （平成29年8月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における道路土工構造物のうち、「シェッド、大型カルバート等

定期点検要領」（平成26年6月 国土交通省道路局）の対象となるシェッド、大型カルバート等を除くものの点検に適用する。
→ 説明資料は別添資料参照

※各点検要領･点検表記録様式は国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html）からダウンロードできます。27
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